
 

 

 

 

令和７年度（2025年度） 

熊本県育休等代替臨時職員採用試験 

 

試験案内 

 

農学 

 

 

申込受付期間 

令和７年 11月 4日（火）～令和７年 11月 18日（火） 

 

 

 

 

●本試験は、正職員の育児休業による欠員が生じた場合に、代替職員として勤務し

ていただく、育休等代替職員採用試験です。 

●試験の方法は、小論文試験及び面接試験です。 

 



１ 所属課及び職務内容 

所属課：農林部 農業普及・振興課 

職務内容：農業資金制度に関する事務手続や農畜産物の生産振興に関する補助

事業等業務の他、農業普及指導員の業務に付随する業務 

  ●正職員と同様の業務に従事します（臨時補助職員とは異なります。） 

 

２ 勤務地及び採用予定人数 

職 種 配 属 先 採用人数 

 

農学（技師） 

熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局 

農林部 農業普及・振興課 

（阿蘇市一の宮町宮地２４０２） 

 

１名 

 

３ 勤務条件等 

（１）任用期間：令和 ８年（２０２６年）２月 １日（日）から 

        令和１０年（２０２８年）１月１５日（土）まで 

        ※育児休業中の職員が予定より早く復帰した場合等は、 

当初の任用期間より早く退職となることがあります。 

（２）勤務時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで 

休憩時間：正午から午後１時まで 

（３）給与 

・農学職  （高校卒） １８８，０００円～ 

（大学卒） ２１３，６００円～ 

※いずれも学歴、職歴に応じた加算措置があります。 

（４）諸手当 

・通勤手当、住居手当、期末勤勉手当など 

・勤務が６月を超えた場合は退職手当 

（５）社会保険等 

・地方公務員等共済組合法の定めるところによる 。 

 

４ 受験資格 

  ・普及指導員の資格を有している方または学校教育法による大学、高等専門学校

若しくは高等学校、都道府県立農業大学校若しくはこれに準ずる教育施設にお

いて農業関係科目を履修し、卒業している者 

・パソコンの基本操作能力（ワード・エクセル）を有する者 

・普通自動車運転免許（「AT車に限る」も可）を有する者 

※次のいずれかに該当する者は受験できません。 

・日本国籍を有しない者 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 

・熊本県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな



い者 

・日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加

入した者 

 

５ 試験の方法 

試 験 試 験 内 容 

小論文試験 

（６０分） 

公務員として必要な文章による表現力及び論理性などについて、記

述式による筆記試験を行います。 

面接試験（２０分） 個別面接による口述試験を行います。 

 

６ 試験の日程等 

試 験 試験日・会場 合格発表 

小論文試験 

面接試験 

試験日：令和７年（２０２５年） 

１１月２６日（水） 

会場：熊本県県北広域本部 

阿蘇地域振興局 ２階 

総務振興課会議室 

  １３：２５着席 

  １３：３０小論文試験開始予定 

  １４：３０面接試験開始予定 

令和７年（２０２５年） 

１２月２日（火） 

合格者については、熊本県ホームペ

ージに合格者番号を掲示します。 

（受験者には、試験結果を文書で通

知します。） 

【試験の際に持参するもの】 

・筆記用具（鉛筆、消しゴム等）、時計（計時機能のみのもの） 

 

７ 応募方法 

（１） 応募先 

熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局 農林部 農業普及・振興課 

〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地 2402 

電話 0967－22－5212（直通） 

（２） 応募方法 

次の書類を上記の申込先へ持参または郵送してください。郵送の場合は、必ず

特定記録郵便にし、封筒の表に「育休等代替臨時職員申込」と朱書きしてくだ

さい。 

・ハローワークからの「紹介状」 

・「申込書」（写真添付、日中必ず連絡がとれる番号（携帯番号等）を記載） 

併せて次の書類のいずれかを提出してください。 

・農業関係の科目を履修し卒業した者については、その最終学歴の卒業証書の

写しまたは卒業証明書 

・普及指導員の資格を有する方は、その合格証書の写し 



８ 申込期間 

  令和７年（2025年）11月 4日（火）から 

令和７年（2025年）11月 18日（火）まで 

※持参の場合は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで。 

 郵送の場合は、11月 18日（火）必着。 

 

９ 試験結果の開示 

試験の結果については、熊本県個人情報保護条例の規定に基づき口頭で開示を請

求することができます。受験者本人が受験票を持参のうえ、午前８時３０分から午

後５時１５分までの間に直接開示場所へおいでください。ただし、土日及び祝日は

受付できません。また、電話、はがき等による請求では開示できませんのでご注意

ください。 

開示を請求できる人 開示内容 開示期間 開示場所 

試験受験者 総合順位及び

総合得点 

合格発表の日から

１か月間 

県北広域本部阿蘇地

域振興局 農林部 

農業普及・振興課 

 

１０ 問合わせ先 

県北広域本部阿蘇地域振興局 農林部 農業普及・振興課 

電話 0967－22－5212（担当：宮本） 


